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ⅡⅡⅡⅡ        水水水水    道道道道    整整整整    備備備備    対対対対    策策策策    事事事事    業業業業    

 

 

１ 水道整備対策事業概況 

 県民の日常生活に密接し，産業活動の基盤である水道においては，安全で安定的な水道水の供給・確保が最も重要である。 このため，立入検査等の水道施設の監視・指導を計画的に実施することにより，飲料水の安全の確保に努めるとともに，適正な水質管理の実施を指導した。 また，簡易専用水道については，法定定期検査の受検等を指導するとともに，水道法の規制対象とならない飲用井戸等については，定期の水質検査の実施等を指導した。 一方，水道普及率の向上，水道施設の耐震化の促進や水道の広域化の推進のため，水道施設整備国庫補助制度の活用や水道事業認可指導等を通じて，市町の水道施設整備の促進を図った。 



　 　 　 　 ２２２２　　　　許認可等許認可等許認可等許認可等のののの諸手続諸手続諸手続諸手続きききき状況状況状況状況　　　年度別状況 記載事項 業務 記載事項 業務 記載事項 業務 記載事項 業務認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出 変更届出 委託届出 認可 届出 許可 届出 変更届出 委託届出 変更届出 委託届出 認可 届出 許可 届出 変更届出 委託届出24 1 1 1 2 1 6 14 3 6 14 223 1 2 3 3 3 8 17 8 4 5 3 8 17 822 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 521 1 1 1 1 1 4 2 5 2 2 4 2 620 2 1 3 2 1 2 12 4 1 5 3 4 1 2 4 1 1824 1 1 1 2 1 123 1 2 3 3 3 2 1 4 5 3 2 122 1 1 1 1 1 2 2 121 1 1 1 1 1 2 2 120 2 1 3 2 1 2 12 2 3 4 1 2 2 1324 6 14 2 6 14 223 6 16 8 6 16 822 1 2 4 1 2 421 4 2 5 4 2 520 2 1 5 2 1 5　（注1）　水道法に基づく許認可等の件数を計上しており，政令市等計については，政令市等が専用水道の確認を行った件数を計上している。
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※政令市等…広島市，呉市，福山市及び権限移譲市町の三次市（H17.10～），大崎上島町（H18.4～），竹原市・東広島市・三原市・世羅町（いずれもH19.4～），廿日市市・江田島市・安芸高田市・北広島町・尾道市・庄原市分（いずれもH20.4～），府中市・神石高原町分（いずれもH22.4～）を含む。

用水供給 事業・変更 廃止 事業・変更事業・変更区　分
県
総　　　数
政　令　市　等

水道事業廃止専用水道事業・変更廃止 合計 専用水道確認上水道 簡易水道廃止 確認



　　　　３３３３　　　　水道施設監視状況水道施設監視状況水道施設監視状況水道施設監視状況 （平成24年度）
職務違反警告 変更勧告 職務違反警告 変更勧告 職務違反警告 変更勧告総数 11 13 7 88 46 38 206 25 4 5,251 4,440 84.6 6 5 140 28 5,514 430 117 49県計 11 13 7 88 46 38 114 9 1 1,421 1,197 84.2 2 2 115 6 1,592 309 76 46県保健所計 11 13 7 88 46 38 12 3 1 210 203 96.7 16 279 127 62 46西部 6 4 2 36 7 6 12 3 1 210 203 96.7 16 235 70 14 9西部東 1 1 1 7 7 7 8 8 8 8東部 2 6 2 27 14 14 16 29 20 16北部 2 2 2 18 18 11 20 20 20 13権限移譲分計 102 6 1,211 994 82.1 2 2 99 6 1,313 182 14三次市 18 71 63 88.7 12 89 30大崎上島町 12 10 83.3 12竹原市 2 48 41 85.4 50 2東広島市 13 1 301 230 76.4 6 314 19 1三原市 12 2 174 153 87.9 10 186 22 2世羅町 3 1 6 5 83.3 9 9 12 1廿日市市 12 207 181 87.4 11 219 23江田島市 21 13 61.9 2 21 2安芸高田市 8 2 27 21 77.8 16 35 24 2北広島町 17 25 23 92.0 2 42 19尾道市 5 211 163 77.3 2 2 5 216 12 2庄原市 7 65 50 76.9 4 4 72 11 4府中市 4 34 33 97.1 2 2 38 6 2神石高原町 1 9 8 88.9 20 10政令市計 92 16 3 3,830 3,243 84.7 4 3 25 22 3,922 121 41 3広島市 77 5 1 2,711 2,418 89.2 8 9 2,788 85 14 1呉市 8 4 440 328 74.5 2 2 5 4 448 15 10福山市 7 7 2 679 497 73.2 2 1 12 9 686 21 17 2　※立入対象施設数とは，平成24年度内に稼動実績のある施設である。 ※上水道は，国所管分（給水人口50,000を超えるもの）を除く。※簡易専用水道については，登録検査機関から情報提供のあった施設数が立入対象施設となる。
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簡 易 専 用 水 道 小規模水道 合          計立入対象施設数
立 入 延 件 数

処  分  件  数
行政指導件数立 入 延 件 数

立入対象施設数
立 入 延 件 数

施   設   数
施   設   数

受   検   数
受   検   率

情報提供等施設数改 善 命 令
専   用   水   道立入対象施設数

立 入 延 件 数
処分件数 行 政 指 導総      数 改 善 命 令 給水停止命令 水道用水供給命令改 善 命 令 給水停止命令 水道用水供給命令
管理者水道技術簡   易   水   道立入対象施設数

立 入 延 件 数
処 分 件 数 行 政 指 導総      数

管理者水道技術 管理者水道技術上      水      道給水停止命令 水道用水供給命令
行 政 指 導

処 分 件 数立入対象施設数
立 入 延 件 数

総      数



　　　　４４４４　　　　広域的水道整備計画広域的水道整備計画広域的水道整備計画広域的水道整備計画のののの概要概要概要概要

名称対象水源給水量
　　　　５５５５　　　　水道水道水道水道のののの普及状況普及状況普及状況普及状況 　　（１）施設数　　　　平成２３年度末現在，水道法に規定する給水人口１０１人以上の水道は，県内に３１１か所ある。（単位：か所）年度 県営 組合営 市 町 組合 計 公営 その他 計23 3 14 4 18 88 2 90 200 31122 3 0 14 4 0 18 89 2 91 206 31821 3 0 14 4 0 18 90 2 92 205 31820 3 0 14 3 0 17 93 2 95 219 33419 3 0 14 3 0 17 96 3 99 232 35118 3 0 14 3 0 17 98 5 103 233 35617 3 0 14 3 0 17 112 6 118 230 36816 3 0 15 6 0 21 109 6 115 229 36815 3 0 14 16 1 31 130 8 138 223 39514 3 0 13 18 1 32 134 8 142 227 404

合計水道用水供給事業 上水道事業 簡易水道事業 専用水道

５市５町 ３市高瀬堰，土師ダム，温井ダム 魚切ダム，弥栄ダム 椋梨ダム，竜泉寺ダム，福富ダム１１０，０００ｍ3／日１２３，０００ｍ3／日２４０，０００ｍ3／日
計画給水量 ６３０，６００ｍ3／日計画給水人口 １，１６７，６９０人 ４４６，９９５ｍ3／日４市１町沼田川水道用水供給事業根幹施設 広島水道用水供給事業 広島西部地域水道用水供給事業 ８７２，７９０人
区域 広島圏域１５市町 備後圏域７市町平成２２年度普及率 93.2% 96.6%目標年次 平成７年度
区分 広島圏域 備後圏域策定年月 昭和５７年３月 平成４年３月
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（２） 給水人口 平成２３年度末の給水人口は２,７０５,４０８人で，総人口に対する普及率は９３．９％となっている。 水道別の給水人口は，上水道２,６０５,０５０人，簡易水道８７,９２７人，専用水道１２,４３１人で，給水人口の９６．３％が上水道，３．２％が簡易水道，０．５％が専用水道となっている。  給水人口                                 （単位：人，％） 年度 上水道 簡易水道 専用水道 給水人口 給水人口 構成比 給水人口 構成比 給水人口 構成比 ２３ ２,６０５,０５０ ９６.３ ８７,９２７ ３.２ １２,４３１ ０.５ ２,７０５,４０８ ２２ ２,６０６,９７５ ９６.３ ８７,５５３ ３.２ １２,４９１ ０.５ ２,７０７,０１９ ２１ ２,６０６,２３２ ９６.３ ８６,９７６ ３.２ １３,３３１ ０.５ ２,７０６,５３０ ２０ ２,５９８,５８２ ９６.０ ９３,６６６ ３.５ １４,４４６ ０.５ ２,７０６,６９４ １９ ２,５９３,６８３ ９５.９ ９４,７４４ ３.５ １５,０４９ ０.６ ２,７０３,４７６ １８ ２,５８４,９７２ ９５.８ ９８,３７９ ３.６ １４,８６８ ０.６ ２,６９８,２１９ １７ ２,５７８,５９９ ９５.７ ９９,７２８ ３.７ １４,９０６ ０.６ ２,６９３,２３３ １６ ２,５７１,１２３ ９５.７ ９８,７２５ ３.７ １７,２６５ ０.６ ２,６８７,１１３ １５ ２,５５８,９２８ ９５.５ １０１,４９２ ３.８ １８,７１４ ０.７ ２,６７９,１３４ １４ ２,５５１,８２４ ９５.５ １００,５１３ ３.８ ２０,３２０ ０.８ ２,６７２,６５７ 
 （３） 普及率 平成２３年度末の普及率は９３．９%で，前年度より０．２ポイント上昇している。  普及率                                               （単位：人，％） 年度 総人口 給水人口 普及率 全国平均普及率 ２３ ２,８８１,６３５ ２,７０５,４０８ ９３.９ ９７.６ ２２ ２,８８８,３９３ ２,７０７,０１９ ９３.７ ９７.５ ２１ ２,８９２,９０８ ２,７０６,５３０ ９３.６ ９７.５ ２０ ２,８９７,０４４ ２,７０６,６９４ ９３.４ ９７.５ １９ ２,９００,１９５ ２,７０３,４７６ ９３.２ ９７.４ １８ ２,９０１,５６３ ２,６９８,２１９ ９３.０ ９７.３ １７ ２,９０２,５３９ ２,６９３,２３３ ９２.８ ９７.２ １６ ２,９０２,１６５ ２,６８７,１１３ ９２.６ ９７.１ １５ ２,９０３,４１８ ２,６７９,１３４ ９２.３ ９６.９ １４ ２,９０２,４４５ ２,６７２,６５７ ９２.１ ９６.８ 
  陸地・島しょ部別普及率                          （単位：人，％） 区分 総人口 給水人口 普及率 陸地部（過疎地域） ２２２,７４８ １４０,３８１ ６３.０ 陸 地 部 （ そ の 他 ） ２,５４０,９５１ ２,４４９,８５７ ９６.４ 島しょ部（過疎地域） ６３,２１２ ６１,７７０ ９７.７ 島しょ部（その他） ５４,７２４ ５３,４００ ９７.６ 過 疎 地 域 総 数 ２８５,９６０ ２０２,１５１ ７０.７ 
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（４） 上水道事業 ア 事業数 平成２３年度末の事業数は，１８事業である。 イ 給水状況 平成２３年度の年間総給水量は，３億７４２万ｍ３である。 （ア） 年間給水量                              （単位：千ｍ３） 年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 ２３ ３０７,４２４ ２９０,４４４ ２８１,８６８ ８,５７６ １６,９８０ ２２ ３１２,６０２ ２９５,２１０ ２８６,６０８ ８,６０２ １７,３９２ ２１ ３１０,４２２ ２９３,４２６ ２８４,４７５ ８,９５１ １６,９９６ ２０ ３１５,３７４ ２９７,７９３ ２８８,６８４ ９,１０９ １７,５８１ １９ ３２１,０２６ ３０２,２４７ ２９２,９３９ ９,３０８ １８,７７９ １８ ３２２,２２１ ３０２,３０３ ２９２,９５８ ９,３４５ １９,９１８ １７ ３２６,８４２ ３０４,７８８ ２９５,０６０ ９,７２８ ２２,０５４ １６ ３２５,１８２ ３０２,４９９ ２９３,０８０ ９,４１９ ２２,６８３ １５ ３２５,５５８ ３０３,０９６ ２９３,００３ １０,０９３ ２２,４６２ １４ ３２７,９８６ ３０６,２１９ ２９６,３３５ ９,８８４ ２１,７６７ １３ ３３２,３３３ ３０７,３０２ ２９７,８５６ ９,４４６ ２５,０３１  （注） 総給水量：配水池などから配水管に送り出された総水量。      有効水量：給水装置のメーターで計算された水量もしくは需要者に到達したと認められる水量。      有収水量：料金徴収の対象となった水量。      有効無収水量：料金不徴収となるメーター不感水量および料金徴収の対象とならない（消火用，公衆飲料用等）水量。      無効水量：メーターより上流部での漏水や水道施設の損傷などにより無効となった水量。 
 （イ） 給水量の分析                             （単位：％） 年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 ２３ １００.０ ９４.５ ９１.７ ２.８ ５.５ ２２ １００.０ ９４.４ ９１.７ ２.８ ５.６ ２１ １００.０ ９４.５ ９１.６ ２.９ ５.５ ２０ １００.０ ９４.４ ９１.５ ２.９ ５.６ １９ １００.０ ９４.２ ９１.３ ２.９ ５.８ １８ １００.０ ９３.８ ９０.９ ２.９ ６.２ １７ １００.０ ９３.３ ９０.３ ３.０ ６.７ １６ １００.０ ９３.０ ９０.１ ２.９ ７.０ １５ １００.０ ９３.１ ９０.０ ３.１ ６.９ １４ １００.０ ９３.４ ９０.３ ３.０ ６.６ 

 

 



 

35 

 

 

 （ウ） 需要用途別年間有収水量 平成２３年度の需要用途別年間有収水量は，生活用が２億１,０７２万ｍ３で全体の７４．８％を占め，業務営業用が５,３６７万ｍ３で１９．０％を占めている。   需要用途別給水状況                              （単位：千ｍ３） 年度 生活用 業務営業用 工業用 その他 計 ２３ ２１０,７１５ ５３,６６６ １４,６８６ ２,２０３ ２８１,８６８ ２２ ２１２,６０９ ５５,６８８ １５,３９６ ２,３２９ ２８６,６０８ ２１ ２０９,５８４ ５６,７４９ １５,０７２ ２,４９９ ２８４,４７５ ２０ ２０８,９２３ ６０,５７０ １６,５４８ ２,６４３ ２８８,６８４ １９ ２１０,６５９ ６２,７５８ １６,６３６ ２,８８６ ２９２,９３９ １８ ２１０,０６１ ６３,４１７ １６,７５４ ２,７２６ ２９２,９５８ １７ ２１０,８７７ ６３,６９６ １７,０９１ ３,３９６ ２９５,０６０ １６ ２０７,２６１ ６４,３６３ １７,６１７ ３,８３９ ２９３,０８０ １５ ２０７,９５３ ６４,２９０ １７,８８５ ２,８７５ ２９３,００３ １４ ２０９,３５９ ６５,７３３ １８,３１６ ２,９２７ ２９６,３３５ １３ ２０９,７６９ ６６,９４３ １８,３９１ ２,７５３ ２９７,８５６  ※需要用途別給水量の端数は四捨五入しているので，計と内訳は必ずしも一致しません。 
 （エ） 給水量の分析 平成２３年度の各上水道事業における年間で最も給水量の大きい日の給水量（一日最大給水量）の合計は，９５万ｍ３／日である。 また，１人１日当たり平均給水量は３２２㍑である。   給水量の分析 年度 １日当たり給水量（ｍ３） １人１日当たり給水量（㍑） 計画一日 最大給水量 一日最大 給水量 一日平均 給水量 計画一日 最大給水量 一日最大 給水量 一日平均 給水量 ２３ １,４４０,９８７ ９４９,７７１ ８３９,９６５ ５２７ ３６５ ３２２ ２２ １,４６７,６１５ ９９０,０４８ ８５６,４５１ ５３１ ３８０ ３２９ ２１ １,４８６,４６０ ９５０,１９５ ８５０,４７９ ５３６ ３６５ ３２６ ２０ １,５６４,４６０ １,００２,６５６ ８６４,０４７ ５５８ ３８６ ３３３ １９ １,５６４,４６０ １,０１１,１７１ ８７７,１４５ ５５８ ３９０ ３３８ １８ １,６０９,７６０ １,０３９,６４４ ８８２,８２３ ５６４ ４０２ ３４２ １７ １,６１２,２３５ １,０５２,０２９ ８９５,４８３ ５６５ ４０８ ３４７ １６ １,６３２,３１５ １,０７３,９１８ ８９１,２０２ ５７１ ４１８ ３４７ １５ １,６３１,４０５ １,０７０,８０８ ８９３,１９５ ５７６ ４２１ ３５１ １４ １,６３４,７７１ １,１０９,１７９ ９０２,３５１ ５７４ ４３５ ３５４  （注） 分水量は含まない。 
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（オ） 水道料金 平成２３年度における家庭用水道料金（１０ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）をみると，県平均は１,３９５円となっており，団体別では江田島市の２,２４７円が最も高く，最低の大竹市の６８７円との格差は３．３倍になっている。 料金の集金方法は，一部委託が１事業，全部委託が４事業となっている。 料金徴収期間は，２ヶ月ごとが１１事業，１ヶ月ごとが７事業となっている。   家庭用水道料金の推移 年 度 １０ｍ３当たり平均水道料金 指     数 １０ｍ３当たり最高水道料金 ２３ １,３９５ ８６ ２,２４７ ２２ １,３９２ ８６ ２,２４７ ２１ １,４０２ ８７ ２,２４７ ２０ １,３６３ ８５ ２,２４７ １９ １,３５２ ８４ ２,２４７ １８ １,３４９ ８４ ２,２４７ １７ １,３４９ ８４ ２,２４７ １６ １,４０５ ８７ ２,２４７ １５ １,６１３ １００ ２,６００ １４ １,６２５ １０１ ２,６００  （注） メーター使用料，消費税を含む。      平均料金は，事業体ごとの水道料金の単純平均である。（小数点以下四捨五入） 
 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 （水道料金） 以上 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以上    800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円   未満                       （注） メーター使用料，消費税を含む。 

家庭用水道料金の分布（１０ｍ３換算）
1 4

0 3 4 4
0 1 1 002

46
（事業数）
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 （５） 水道用水供給事業     ア 給水対象市町及び計画給水量  事 業 名      給水対象事業体 平成２３年度 計画一日最大給水量  平成２３年度 実績一日平均給水量 給 水 開 始 年 月           （ｍ３／日） （ｍ３／日） 広島水道 用水供給 事業 広島市 ２０，４０９ １６，８７１ 昭和 55年 7月 広島市（沈澱水） ２０，０００ １３，９１２ 昭和 46年 8月 呉市 ２７，１８２ １９，４２５ 昭和 58年 7月 呉市（沈澱水） ２３，５００ １６，３４６ 昭和 46年 8月 竹原市 ４，８２２ ４，００５ 昭和 59年 4月 東広島市 ４６，７６９ ４２，６３６ 昭和 57年 7月 江田島市 １，９０７ １，６０６ 昭和 58年 7月（昭和 55年 7月暫定） 海田町 ２５５ ２２２ 昭和 61年 4月 熊野町 ６，３７９ ５，４６７ 昭和 57年 8月 大崎上島町 ４，９９６ ４，００２ 昭和 54年 7月（昭和 49年 4月暫定） 計計計計    １５６１５６１５６１５６，，，，２２２２１９１９１９１９    １２４１２４１２４１２４，，，，４９２４９２４９２４９２     広島西部 地域水道 用水供給 事業 広島市(旧五日市町) ３１，４０３ ２４，８８４ 昭和 51年 7月 大竹市 ２，８１７ ２，３０１ 平成 6年 7月 廿日市市 ３４，００５ ３０，８６７ 昭和 52年 7月 計計計計    ６８６８６８６８，，，，２２５２２５２２５２２５    ５８５８５８５８，，，，０５２０５２０５２０５２     沼田川 水道用水 供給事業 三原市 １２，６１２ ９，３３８ 昭和 51年 4月 尾道市 ４３，９３０ ３８，４０９ 昭和 52年 4月 福山市 ９，７１８ ７，７８５ 昭和 52年 4月 東広島市 （旧河内町） ３３４ ２７４ 平成 12年 10月 越智郡上島町 （愛媛県） ２，４５０ １，９９０ 昭和 60年 7月  計計計計    ６９６９６９６９，，，，０４４０４４０４４０４４    ５７５７５７５７，，，，７９６７９６７９６７９６      総総総総    合合合合    計計計計    ２９３２９３２９３２９３，，，，４８８４８８４８８４８８    ２４０２４０２４０２４０，，，，３４３４３４３４００００     
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   イ 供給料金（平成２３年度） 区            分 料金（１ｍ３当たり） 広 島 水 道 用 水 供 給 事 業 浄 水 基 本 料 金 ３１．０８円 使 用 料 金 ８５．４９円 超 過 料 金 ２７６．７０円 沈 澱 水 使 用 料 金 ４８．３４円 超 過 料 金 ９６．６８円 広島西部地域水道用水供給事業 浄 水 基 本 料 金 ３２．２７円 使 用 料 金 ５６．５４円 超 過 料 金 ２４１．４０円 沼 田 川 水 道 用 水 供 給 事 業 浄 水 基 本 料 金 ３６．４８円 使 用 料 金 ５５．８７円 超 過 料 金 ２１６．１２円  （注） 水道用水供給事業における水道の料金の額は，上記に定める料金月額に１０５／１００を乗じて得た額。 
 （６）簡易水道事業   ア 事業数及び給水人口 平成２３年度末の簡易水道事業数は８８事業，現在給水人口は８７,９２７人で，平成２２年度に比べ現在給水人口は，３７４人増加した。 （単位：か所，人） 年度 事業数 計画給水人口 給水区域内現在人口（Ａ） 現在給水人口（Ｂ） Ｂ／Ａ ％ 公営 その他 計 公営 その他 公営 その他 ２３ ８６ ２ ８８ １３０,１６６ ４２０ １１６,２８１ ８７,７０４ ２２３ ７５.６ ２２ ８９ ２ ９１ １３０,９８６ ４２０ １１１,２３７ ８７,３０４ ２４９ ７８.７ ２１ ９０ ２ ９２ １３２,５１６ ４２０ １１３,７７４ ８６,７１９ ２４８ ７６.４ ２０ ９３ ２ ９５ １４０,８１６ ４２０ １２２,３４２ ９３,４１９ ２４７ ７６.６ １９ ９６ ３ ９９ １４５,３６７ ７６５ １２４,３７３ ９４,２８９ ４５５ ７６.２ １８ ９８ ５ １０３ １４８,４５７ １,９６５ １３０,６６６ ９５,６３５ ２,７４４ ７５.３ １７ １１２ ６ １１８ １４８,６２７ ２,５６５ １２８,７５０ ９６,７４０ ２,９８８ ７７.５ １６ １０９ ６ １１５ １４１,６０２ ２,５６５ １２８,１６２ ９６,００６ ２,７１９ ７７.０ １５ １３０ ８ １３８ １５９,８１１ ３,３４５ １２９,００５ ９８,５３６ ２,９５６ ７８.７ １４ １３４ ８ １４２ １６１,２２６ ３,３４５ １３０,３９１ ９７,６５８ ２,８５５ ７７.１ １３ １３６ ８ １４４ １６７,６７９ ３,３４５ １３５,５０９ １００,８９６ ２,９００ ７６.６ 
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   イ 給水量及び年間収入 平成２３年度の年間給水量は１,１１２万ｍ３で，年間収入は１８億３,６３４万円である。 また，有収水量は８９４万ｍ３，有収率は８０.４％で，有収水量１ｍ３当たりの収入は２０５円となっている。 公営の水道料金（10ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）についてみると，県平均は    １,６４９円となっており，事業別では神石高原町の２,２００円が最も高く，最低の広島市（湯来，下，棡）の８５０円との料金差は２.６倍になっている。  給水量 年度 実績年間給水量 （ｍ３） 実績年間有収水量 （ｍ３） 水道料金年間収入 （千円） 有収率 有収水量１ｍ３ 当たり収入（円） ２３ １１,１２１,３０６ ８,９２０,４８９ １,８３６,３３６ ８０.４ ２０５.８５ ２２ １１,４０１,０２８ ９,１３０,４７５ １,８４１,１５２ ８０.１ ２０１.６４ ２１ １１,２１０,５２４ ９,０６３,６８０ １,８０５,８２４ ８０.８ １９９.２３ ２０ １１,９３２,４０７ ９,８３２,３７７ １,７６６,３６９ ８２.４ １７９.６５ １９ １２,４９８,２６４ １０,０４９,６２８ １,９２３,６４８ ８０.４ １９１.４１ １８ １２,６７５,４０１ １０,２４３,３６０ １,７１４,３６０ ８０.８ １６７.３６ １７ １３,０５６,６０８ １０,２８５,７００ １,９３４,０２４ ７８.８ １８８.０２ １６ １２,７５０,９８４ １０,１９９,１９５ １,９２１,２１５ ８０.０ １８８.３６ １５ １２,７０２,２０２ １０,１７３,０９４ １,９４０,２５４ ８０.１ １９０.７２ １４ １２,４１６,６６８ １０,０００,６４３ １,９２８,５９４ ８０.５ １９２.８５ 
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水道料金 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円  以上 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以上  ～           800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円   未満                     （注）  1 世羅町（山中福田）以上１地区は未給水のため除外した。  ２ メーター使用料，消費税を含む。 

（事業数） ㎥家庭用水道料金の分布（公営簡易水道，１０ 換算） 
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 （７） 専用水道 平成２３年度末の専用水道（住宅団地及び療養所等における自家用の水道で，給水人口が１００人を超えるもの，または，供給能力が２０ｍ3
/日を超えるもの）の施設数は２００か所で，給水人口は,１７,３５２人となっている。 年度 事業所数 計画給水人口 現在給水人口 施設能力 ２３ ２００ ３０,０３４ １７,３５２ ２１２,９９１ ２２ ２０６ ３０,５４２ １８,０１１ ２１３,３１２ ２１ ２０５ ３１,２０６ １９,４４０ ２１２,７０３ ２０ ２１９ ３１,８９９ ２１,４１５ ２１４,４８８ １９ ２３２ ３１,１４８ ２１,２０５ ２１５,９５５ １８ ２３３ ３８,１７１ ２２,９５９ ２１７,９６８ １７ ２３０ ３２,５６５ ２１,７６０ ２１６,２８８ １６ ２２９ ４６,６７５ ２１,４７５ ２２２,５０１ １５ ２２３ ４６,０５４ ２２,４０７ ２２１,６８６ １４ ２２７ ５１,０６２ ２４,０６２ ２１５,７９７ （注） 上水道から受水しているもののうち，上水道の計画給水人口及び現在給水人口に含まれているものも併せて計上した。 

 （８） 簡易専用水道 簡易専用水道は，昭和５３年６月から新たに法の適用を受けることになった。 同法の適用を受けるのは，水道事業から受ける水道水のみを水源としている受水槽の有効容量が１０ｍ３を超えるもの（昭和６１年１０月３１日までは２０ｍ３を超えるもの）で，１年以内ごとに１回の水槽の掃除と定期検査等が義務づけられている。 なお，県内の定期検査機関では，（財）広島県環境保健協会が厚生労働大臣の登録を受けている。 平成２４年度末の県内の簡易専用水道５,２５１施設の法定検査の受検率は 8４.６%である。 年度 施設数 定期検査受検施設 受検率（%） 全国平均（%） ２４ ５,２５１（２,７７９） ４,４４０（２,４７８） ８４.６（８９.２） － ２３ ５,２６５（２,７５７） ４,５１５（２,５００） ８５.８（９０.７） ７９.４ ２２ ５,２８３（２,７６３） ４,５２５（２,４９９） ８５.７（９０.４） ７９.８ ２１ ５,３３８（２,７３３） ４,４４７（２,４６０） ８３.３（９０.０） ７９.０ ２０ ５,３７２（２,７２５） ４,４４４（２,４３７） ８２.７（８９.５） ８０.０ １９ ５,３９２（２,５３５） ４,２２３（２,３２６） ７８.３（９１.８） ７８.４ １８ ５,５２１（２,５１１） ４,１７３（２,２８４） ７５.６（９１.０） ７９.０ １７ ５,４８０（２,４９９） ４,２０３（２,２８３） ７６.７（９１.４） ８１.８ １６ ５,５２９（２,５０６） ４,１８７（２,２７１） ７５.７（９０.６） ８０.８ １５ ５,２６９（２,６８９） ４,１０１（２,２２３） ７７.８（８２.６） ８３.０  （注） 受水槽の有効容量が２０ｍ３を超えるものを内数で（ ）書きした。 
 



６ 市 町 別 水 道 普 及 率 分 布 図

(平成24年3月末）
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大崎上島町
98.9%

備北圏域

備後圏域

広島圏域 ※圏域の区分は「広島県水道整備基本構想」による

4
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７７７７　　　　平成平成平成平成24242424年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表（１）　簡易水道等施設整備費国庫補助事業　　ア　現年分事業体名 地区名 区 分 補助率 工 期 計画給水人口（人） 計画給水量（m3/日） 総事業費（円） 国庫補助基本額 （千円） 国庫補助金（千円）三原市 久井 区域拡張 4/10 18～34 4,250 1,680 112,314,653 108,200 43,280三原市 大和第1 統合簡易水道 1/3 3～35 3400 1380 193,435,369 （18,477）131,523 （6,159,000）50,000尾道市 御調西部 飛地区域 4/10 24～26 1,623 448 786,629,613 750,675 300,270三次市 君　田 新設 4/10 14～２４ 1,680 720 22,500,000 25,200 9,000三次市 河　内 給水区域内無水源 1/3 21～29 1,040 319 36,178,800 35,910 11,970三次市 青　河 給水区域内無水源 4/10 16～24 730 225 91,909,250 89,573 35,829三次市 田　幸 給水区域内無水源 4/10 16～27 2,100 718 233,297,450 228,500 91,400三次市 三良坂 統合簡易水道 1/3 15～26 4,230 1,623 41,678,700 41,678 13,892三次市 作　木 統合簡易水道 4/10 20～28 670 266 154,534,500 152,970 61,188三次市 吉　舎 統合簡易水道 4/10 20～28 3,060 1,467 126,124,950 124,020 49,608三次市 三　和 統合簡易水道 1/3 23～31 1,430 689 74,351,650 72,238 24,079庄原市 峰　田 給水区域内無水源 4/10 24～25 160 47 33,040,350 33,040 13,216庄原市 東　城 統合整備 4/10 20～24 389 312 104,248,619 103,325 41,326庄原市 高　野 増補改良 4/10 24～26 150 67 8,785,350 8,785 3,514廿日市市 津　田 統合簡易水道 1/3 20～26 3,250 1,590 540,622,200 520,500 173,500安芸高田市 本郷 区域拡張 4/10 24～28 920 338 12,322,060 8,800 3,520安芸高田市 八千代 増補改良 1/4 24～24 4,400 2,132 32,750,310 21,000 5,250安芸高田市 八千代 水量拡張 1/3 13～28 4,400 2,132 60,315,880 50,400 16,800神石高原町 小　畠 基幹改良 4/10 22～24 1,780 689 119,932,022 89,294 35,717大崎上島町 大崎上島 統合簡易水道 1/２ 24～26 11,140 7,487 61,470,000 61,470 30,73547,402 22,949 2,846,441,726 2,525,578 964,094*補助金等，千円単位のものは各事業ごとに四捨五入しているため，合計は必ずしも一致しない。※上段(　)書きは25年度への繰越分で，下段の内数である。※数値は実績報告時のものである。　　イ　23年度から24年度への繰越分事業体名 地区名 区 分 補助率 工 期 計画給水人口（人） 計画給水量（m3/日） 総事業費（円） 国庫補助基本額 （千円） 国庫補助金（千円）広島市 伴･阿戸･吉山 給水区域内無水源 4/10 21～30 2,220 899 355,387,723 241,778 96,7112,220 899 355,387,723 241,778 96,711
合 計 20地区 20事業
合 計 1地区 1事業
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（２）水道水源開発等施設整備費国庫補助事業 単位(千円)区    分 事業主体名 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率千円 千円 千円水道水源開発 庄原市施設整備費 (庄原ダム) 45,000 45,000 22,500 1/2小計（1事業） 45,000 45,000 22,500水道広域化施設整備費 東広島市 (49,200) (49,200) (16,400)【特定広域化施設整備】 309,269 50,400 16,800 1/3【広域化促進地域上水道施設整備】 (49,200) (49,200) (16,400)小計（1事業） 309,269 50,400 16,800高度浄水施設等 庄原市整備費 76,628 72,256 24,085 1/3三原市 165,305 160,917 53,639 1/3小計（2事業） 241,933 233,173 77,724ライフライン機能強化等事業費 三次市（緊急時給水拠点確保事業）【緊急遮断弁】 76,925 74,025 24,675 1/3(水道管路近代化事業） 尾道市【老朽管更新】 50,313 34,629 11,543 1/3呉市 428,000 235,613 58,903 1/4呉市 96,962 94,944 23,736 1/4尾道市 (32,742) (25,000) (12,500)32,742 25,000 12,500 1/2(32,742) (25,000) (12,500)小計（5事業） 684,942 464,211 131,357(81,942) (74,200) (28,900)合計（9事業） 1,281,144 792,784 248,381※上段(　)書きは25年度への繰越分で，下段の内数である。※数値は実績報告時のものである。平成２３年度からの繰越分 単位(千円)区    分 事業主体名 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率千円 千円 千円水道広域化 東広島市 (42,300) (42,300) (14,100)施設整備費 144,000 144,000 48,000 1/3※上段の(　)書きは23年度からの繰越分で，下段の内数である。※数値は実績報告時のものである。(３)指導監督事務費区    分 事業主体名 24年度総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率千円 千円 千円水道施設整備費 広島県水道施設整備費補助 2,272 2,272 1,136 1/2離島振興事業費 広島県水道施設整備費補助 156 156 78 1/2合計 2,428 2,428 1,214※数値は実績報告時のものである。
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